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墨田区条例第３１号 



   墨田区国民健康保険条例の一部を改正する条例 

 墨田区国民健康保険条例（昭和３４年墨田区条例第１４号）の一部を次のように改

正する。 

 目次中「・第２６条の２」を削る。 

 第１４条の２中「第３６２号）」を「第３６２号。以下「政令」という。）」に改

める。 

 第１５条第１項中「所得税法（昭和４０年法律第３３号）第３０条第１項に規定す

る退職手当等（同法第３１条において退職手当等とみなされる一時金を含む。以下

「退職手当等」という。）に係るもの並びに地方税法第２４条第１項に規定する利子

割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額（以下「利子割額等」という。）」を「地方

税法第５０条の２及び第３２８条の規定によって課する所得割の額並びに同法第２４

条第１項の規定によって課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改め、

同条第３項中「退職手当等に係るもの及び利子割額等」を「地方税法第５０条の２及

び第３２８条の規定によって課する所得割の額並びに同法第２４条第１項の規定に

よって課する利子割額、配当割額及び株式等譲渡所得割額」に改める。 

 第１５条の４第１項第１号中「見込額」の次に「（政令第２９条の７第２項第６号

ただし書に規定する場合にあっては、国民健康保険法施行規則（昭和３３年厚生省令

第５３号。以下「省令」という。）第３２条の９に規定する方法により補正された後

の金額）」を加える。 

 第１５条の１２第１項第１号中「見込額」の次に「（政令第２９条の７第３項第５

号ただし書に規定する場合にあっては、省令第３２条の９の２に規定する方法により

補正された後の金額）」を加える。 

 第１６条の４第１項第１号中「見込額」の次に「（政令第２９条の７第４項第５号

ただし書に規定する場合にあっては、省令第３２条の１０に規定する方法により補正

された後の金額）」を加える。 

 第２２条第１項中「１月」を「３月」に、「又は」を「、又は」に、「または」を

「又は」に改める。 

 第２３条第１項中「６箇月」を「６か月」に改める。 



 第２４条第４項中「ただちに」を「直ちに」に改める。 

 第２６条を削り、第２６条の２を第２６条とする。 

 付則第３条中「に所得税法」の次に「（昭和４０年法律第３３号）」を加え、「こ

の規定」を「同条」に改める。 

 付則第４条及び第５条第１項中「この規定」を「同条」に改める。 

 付則第６条第１項中「この規定」を「同条」に改め、同条第２項中「第３５条の２

の６第７項」を「第３５条の２の６第１５項」に改め、同条の次に次の２条を加える。 

 （上場株式等に係る配当所得に係る保険料減額の特例） 

第６条の２ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地

方税法附則第３３条の２第５項の配当所得を有する場合における第１９条の２の規

定の適用については、同条中「及び山林所得金額」とあるのは、「及び山林所得金

額並びに地方税法附則第３３条の２第５項に規定する上場株式等に係る配当所得の

金額」とする。 

 （上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除に係る保険料減額の特例） 

第６条の３ 世帯主又はその世帯に属する被保険者若しくは特定同一世帯所属者が地

方税法附則第３５条の２の６第１１項又は第１５項の適用を受ける場合における前

条の規定の適用については、同条中「上場株式等に係る配当所得の金額」とあるの

は、「上場株式等に係る配当所得の金額（同法附則第３５条の２の６第１１項又は

第１５項の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）」とする。 

 付則第７条第１項中「この規定」を「同条」に改める。 

 付則に次の１条を加える。 

 （平成２１年１０月から平成２３年３月までの間の出産に係る出産育児一時金に関

する経過措置） 

第１２条 平成２１年１０月１日から平成２３年３月３１日までの間に出産したとき

に支給する出産育児一時金についての第１０条の規定の適用については、同条第１

項中「３８万円」とあるのは、「４２万円」とする。 

   付 則 

１ この条例は、平成２１年１０月１日から施行する。ただし、目次の改正規定、第



１４条の２、第１５条、第１５条の４第１項、第１５条の１２第１項、第１６条の

４第１項、第２３条第１項及び第２４条第４項の改正規定、第２６条を削り、第２

６条の２を第２６条とする改正規定並びに付則第３条、第４条、第５条第１項、第

６条第１項及び第７条第１項の改正規定は公布の日から、第２２条第１項の改正規

定、付則第６条第２項の改正規定及び同条の次に２条を加える改正規定並びに次項

の規定は平成２２年１月１日から施行する。 

２ この条例による改正後の第２２条第１項の規定は、平成２２年１月１日以後に納

期限の到来する保険料に係る延滞金について適用し、同日前に納期限の到来する保

険料に係る延滞金については、なお従前の例による。 


